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障害者雇用対策事業

教育庁総務課

１ 目 的

障害のある人もない人も互いに地域で支え合い、生き生きと暮らしていける

社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念に沿って、障害者が働くことを

通じて社会に参加できるよう、教育委員会の職場において障害者の雇用を行う。

２ 概 要

会計年度任用職員として障害者３５名を雇用し、事務補助等に従事させる。

（１）業務内容

・事務補助（パソコンデータ入力、ウェブサイト更新、書類整理等）

・業務補助（収蔵物・図書の整理、職員室内での教務補助等）

・現業補助（敷地・校舎・校地環境整備等）

（２）配置予定先

・本庁各課室、教育事務所、教育機関（学校を除く。）

・県立学校

・市町村立小中学校

（３）雇用条件

障害者手帳等の交付を受けている者

（４）新規採用する場合の募集方法

ハローワークの障害者専用求人による。

３ 予算額

７３，３００千円（○一７３，１１２千円 ○諸１８８千円）

４ 障害者雇用の現状

※障害者１人について、重度障害者は２人、短時間職員は０．５人に換算することとされてい

る。

（人）

対策事業
以外

対策事業 合計

令和２年度（実績） 7,632 156.5 19 175.5 2.30% 2.40% 7.5

令和３年度（見込） 7,517 153 35 188 2.50% 2.50% 0

障害者数

対象職員数 実雇用率
法定
雇用率

不足数
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私立学校運営費補助金

教育庁総務課

１ 一般補助

（１）目 的 私立高等学校５校に対して、人件費を含む運営費やＩＣＴ環境の整

備等に要する経費を助成する。

（２）補助単価

年度 生徒単価
内 訳

国 庫 交付税 県単嵩上

高 校 令和2年度 355,815円 56,278円 284,700円 14,837円

（全日制） 令和3年度 367,954円 56,898円 288,800円 22,256円

（３）予算額 ８２５，５２５千円（ 115,571千円 709,954千円）

２ 過疎地域私立高等学校特別補助

（１）目 的 過疎地域の私立高等学校に対して、一般補助に加えて助成する。

※過疎地域：昭和４５年度と比較して生徒数が４８％未満となった地域

（２）予算額 １２，０８１千円（ 4,027千円 8,054千円）

３ あきた私学魅力アップ支援事業費補助

（１）目 的 私立高等学校の魅力ある学校づくりを支援するため、特色ある教育

活動に対して助成する。

（２）補助単価 １校当たり①～⑦から３事業まで選択して申請できる。

補助対象事業 補助単価（上限）

①次世代を担う人材育成の促進
３０万円

②教育相談体制の整備

③次期学習指導要領に向けた取組の促進

④職業・ボランティア・文化・健康・食等の教育の推進

⑤安全確保の推進 ２０万円

⑥特別支援教育に係る活動の充実

⑦外部人材活用等の推進

（３）予算額 ３，０００千円（ 1,500千円 1,500千円）
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大曲高等学校整備事業

総務課施設整備室

１ 目 的

大曲高校の現校舎は、建築後５０年以上が経過し、老朽化が著しいことから、

現在地で改築し、教育環境の充実を図る。

２ 概 要

令和３年度から令和８年度までの継続費を設定し、６年間で校舎棟、体育館棟

ほかの建築工事を行う。

３ 予算額

（１）継続費 総額：６，９８１，０１０千円

年度：令和３年度～令和８年度

年度 年割額（千円） 財源内訳（千円）

令和３年度 ６７８，３００ 4,360 606,400 67,540

令和４年度 １，７８７，０７７ 17,876 1,592,200 177,001

令和５年度 １，７５７，７４２ 7,629 1,575,000 175,113

令和６年度 １，４１６，４８３ 1,274,800 141,683

令和７年度 ６４３，９３１ 579,500 64,431

令和８年度 ６９７，４７７ 627,700 69,777

総額 ６，９８１，０１０ 29,865 6,255,600 695,545

（２）令和３年度予算の内容

・委託料 ２０，１７２千円（設計監理、工事監理等）

・工事費 ６５７，７１８千円（校舎棟建築等）

・事務費 ４１０千円（旅費、需用費、使用料）

４ スケジュール

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

セミナーハウス・格技場・プール解体（5ヶ月) 校舎棟・付属棟解体(14ヶ月) 第一体育館棟・自転車置場解体(8ヶ月)

校舎棟建築(24ヶ月) 第二体育館棟・トレーニングルーム改修(11ヶ月)

仮設渡り廊下建築(3ヶ月) 仮設渡り廊下解体(2ヶ月)

第一体育館棟建築(20ヶ月) セミナーハウス建築（10ヶ月）

渡り廊下(1)建築(9ヶ月) 渡り廊下(2)(3)建築(9ヶ月)

用具庫・部室・屋外トイレ建築（8ヶ月）

自転車置き場建築（6ヶ月）

第一期外構工事(8ヶ月) 第二期Ａ工区外構工事(10ヶ月) 第二期Ｂ工区外構工事(10ヶ月)

田町テニスコート整備工事(5ヶ月) 屋外運動場整備工事(9ヶ月)

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

建
　
　
　
設
　
　
　
工
　
　
　
事
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（参考 完成予想図）
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教職員の給与費について

教職員給与課

１ 概 要

教育委員会関係職員の令和３年度給与費

２ 予算額

８５，４７０，８１２千円

２，２２３，５０９千円 １３，７４５，０４８千円

２２，３３６千円 ６９，４７９，９１９千円

３ 内 訳

（主な増減理由）

・給 料 の 減 教職員数の減

・期末手当の減 給与改定で０．０５月引き下げたことによる減

・退職手当の増 退職者数の３７人増（Ｒ２：４４４人→Ｒ３：４８１人）

・共 済 費 の 減 共済組合負担金率の引き下げによる減

（単位：千円、人）

令 和 ３ 年 度 令 和 ２ 年 度

当 初 予 算 当 初 予 算

（Ａ） （Ｂ） (Ａ)－(Ｂ) (Ａ)／(Ｂ)

9,229 9,333 △ 104 98.9% 

40,998,253 41,863,680 △ 865,427 97.9% 

31,229,999 31,094,223 135,776 100.4% 

 期末手当 9,152,549 9,518,168 △ 365,619 96.2% 

 退職手当 10,115,839 9,352,798 763,041 108.2% 

 その他の手当 11,961,611 12,223,257 △ 261,646 97.9% 

13,242,560 14,208,127 △ 965,567 93.2% 

85,470,812 87,166,030 △ 1,695,218 98.1% 

人　　　　　員

給　　　　　料

職 員 手 当 等

共　　済　　費

合　　　　　計

区 分
比　較　額 比 較 率
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職員区分 人数 金額（円）

教育総務費 564,979 正職員 4,243,155 131 555,853,305 

教育長 9,124,500 1 9,124,500 

小 学 校 費 14,828,131 正職員 4,668,729 2,790 13,025,753,910 

正職員(新規分) 3,349,776 218 730,251,168 

臨時講師等 3,089,700 347 1,072,125,900 

中 学 校 費 10,348,862 正職員 4,760,045 1,919 9,134,526,355 

正職員(新規分) 3,349,776 131 438,820,656 

臨時講師等 3,089,700 251 775,514,700 

高等学校費 9,731,945 正職員 4,722,653 1,837 8,675,513,561 

正職員(新規分) 3,459,096 140 484,273,440 

臨時講師等 3,143,724 182 572,157,768 

特 別 支 援
学 校 費

4,762,790 正職員 4,611,468 846 3,901,301,928 

正職員(新規分) 3,592,296 28 100,584,288 

臨時講師等 3,251,724 234 760,903,416 

社会教育費 724,089 正職員 4,361,981 166 724,088,846 

保健体育費 37,457 正職員 4,682,055 8 37,456,440 

合　　計 40,998,253 9,229 

（単位：人）

教育長

正職員

正職員（新規分）

臨時講師等

※人員は、出産休暇及び病気休職等の代替配置を加えて見込んでいる。

給料の積算内訳について

積　　算　　内　　訳

単価（円）

1 

7,697 

517 

1,014 

予算科目
予 算 額
（千円）

人員内訳
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教育長の給与及び旅費等に関する条例の

一部を改正する条例案について

【議案第６７号】

教職員給与課

１ 改正理由

現下の経済状況及び知事等の退職手当を減額する特例措置に鑑み、教育長の退

職手当について一定の割合に相当する額を減ずる特例措置を講ずる必要がある。

２ 改正内容

教育長の現在の任期に係る退職手当について、１００分の１０に相当する額を

減ずることとする。（附則第４項関係）

３ 施行期日

公布の日
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新型コロナウイルス感染症対策に関する事業

幼保推進課

１ 目 的

新型コロナウイルス感染症対策として、就学前教育・保育施設において継続

的に必要となるマスクや消毒液などの購入費に助成するほか、保育士等を対象

とした県の研修をオンラインで実施できるよう必要な機器を整備する。

２ 概 要

（１）地域子ども・子育て支援事業 （１，２００千円）

(新)新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業

・実 施 主 体 市町村

・補 助 率 国１／３ 県１／３ 市町村１／３

※国分は、国から市町村に直接補助されるため、予算計上

は県分の１／３相当のみ

・補助上限額（１施設当たり）

病児保育事業 ３００千円以内

・補 助 対 象 病児保育事業 １２施設

（２）保育所等新型コロナウイルス感染症対策関連事業 （１０，６３９千円）

① 保育施設保健衛生用品整備等事業 （９，５００千円）

・実 施 主 体 県

・補 助 率 国１／２ 県１／２

・補助上限額（１施設当たり）

定員１９人以下の施設 ３００千円以内

定員２０人以上５９人以下の施設 ４００千円以内

定員６０人以上の施設 ５００千円以内

・補 助 対 象 認可外保育施設 ２８施設

※保育所、幼保連携型認定こども園に対しては、市町村が

補助
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② (新)研修のオンライン化事業 （１，１３９千円）

・実 施 主 体 県

・補 助 率 国１／２ 県１／２

・内 容 保育士等を対象とした県の研修をオンラインで実施できる

よう、幼保推進課及び北・南教育事務所に各２台、計６台

のパーソナル・コンピューター等を整備する。

（３）私立幼稚園整備費補助金 （１４，４００千円）

幼稚園保健衛生用品整備等事業

・実 施 主 体 県

・補 助 率 国１／２ 県１／２

・補助上限額（１施設当たり）

定員１９人以下の施設 ３００千円以内

定員２０人以上５９人以下の施設 ４００千円以内

定員６０人以上の施設 ５００千円以内

・補 助 対 象 ２９施設（幼稚園１５、幼稚園型認定こども園１４）

３ 予算額

２６，２３９千円

（ １２，５１９千円 １３，７２０千円）

内 訳

・地域子ども・子育て支援事業費補助金 １，２００千円

・保育施設保健衛生用品整備事業費補助金 ９，５００千円

・幼稚園保健衛生用品整備事業費補助金 １４，４００千円

・備品購入費等(研修のオンライン化事業) １，１３９千円
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（新）豊かな学びと新しい生活様式のための支援員配置事業

義務教育課

１ 目 的

新型コロナウイルス感染症対策として３密を避けるための環境づくりをした

り、消毒作業等を支援したりするとともに、児童生徒一人一人の学習をより充実

させるため、各市町村立小・中学校及び義務教育学校に学習指導員と学校サポー

ターを配置する。

２ 内 容

（１）学習指導員配置事業（２５人配置予定）

学習指導員を配置し、３密を避けるための学級を二つに分けての教科指

導、ティームティーチングによる指導、学習内容の定着が不十分な児童生

徒に対する個別指導等を行う。

（２）学校の新しい生活様式を支えるサポーター配置事業（８５人配置予定）

学校サポーターを配置し、新型コロナウイルス感染症対策のための消毒

作業や検温作業、掲示物の作成や授業で使用する印刷物や物品の準備等を

支援する。

３ 予算額

９４，４２０千円（ ２９，３５７千円 ６５，０６３千円）

（１）学習指導員配置事業

５０，８８４千円（ １６，８５９千円 ３４，０２５千円）

（２）学校の新しい生活様式を支えるサポーター配置事業

４３，５３６千円（ １２，４９８千円 ３１，０３８千円）
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（新）ＩＣＴを活用した秋田の教育力向上事業

義務教育課

１ 目 的

ＩＣＴを活用した授業改善の実践的な調査研究、その取組の検証、成果の普及

を一体的に行うことで、１人１台端末の環境における秋田の新しい探究型授業を

構築する。

２ 内 容

(1) ＩＣＴを活用した授業改善支援事業 （ ４０，１４１千円）

県内の小・中学校６校を支援校に指定して，ＩＣＴを活用した授業改善に係

る実践的な調査研究を３年間実施する。

〈支援校の選定〉

各教育事務所管内の小学校１校、中学校１校、計６校を選定

〈１校当たりの補助金額６，０００千円〉

ＩＣＴ支援員の人件費、電子黒板、デジタル教科書の購入など、機器やソフ

ト、人員体制の整備にかかる経費

〈支援校の主な取組内容〉

・ＩＣＴを活用した秋田の探究型授業の改善と検証

・各教科等の特性に応じたＩＣＴの効果的な活用方法の研究

・ＩＣＴを活用した授業改善を推進するための校内研修の充実

(2) 検証改善委員会実施事業 （ １７６千円）

支援校におけるＩＣＴを活用した授業改善の取組を、有識者の専門的見地か

ら検証し、その成果を県全体に発信する。

(3) オンライン・ミーティング開催事業 （ ９８４千円）

学校におけるＩＣＴ活用の取組を県内外に広く発信することを通して、教育

のＩＣＴ化の推進を図る。

〈主な内容〉

・支援校及び市町村の実践事例の紹介

・先進県の事例等をオンラインで紹介

・有識者によるパネルディスカッションの実施

３ 予算額

４１，３０１千円（ ４１，３０１千円）
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ｅ－ＡＫＩＴＡ ＩＣＴ学び推進プラン事業

高校教育課

１ 目 的

思考力、判断力、表現力等を身に付け、社会を生き抜く力と高い志をもって秋

田を支える人材を育成するため、教育においてＩＣＴを基盤とした先端技術等の

効果的な活用を図ることができるよう、県立学校のＩＣＴ環境を整備する。

２ 概 要

生徒１人１台端末等のＩＣＴ環境の運用に要する経費。

・データセンター使用料（各学校からの通信を集約し、大容量の安定した回

線でインターネットへ接続するためのデータセンターに係る経費。保守を

含む。）

・回線費用（学校～インターネット間の回線、プロバイダ利用料）

・授業目的公衆送信補償金（授業目的公衆送信補償金制度により、営利目的

でない教育機関において著作物を授業に利用する場合、本補償金を支払う

代わりに、著作物を公衆送信（インターネット送信）できる。）

３ 予算額

６９，６２６千円（ ６９，６２６千円）

内訳 ・役務費 ５１，３１９千円

（回線料 ２１，０５５千円）

（プロバイダ料金 ３０，２６４千円）

・使用料及び賃借料 １８，３０７千円

（データセンター使用料 ９，１２２千円）

（授業目的公衆送信補償金 ９，１８５千円）
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学校職員の定数に関する条例の一部を改正する条例案について

【議案第６８号】

高校教育課

１ 改正理由

児童生徒数の増減等に伴い、学校職員の定数を改める必要がある。

２ 改正内容

公立小学校等の職員定数を次のとおりとすることとする。（第１条～第３条関

係）

職員定数（人）

区分

改正前 改正後 増減

公立の小学校、中 校長及び教員 4,923 4,886 △37
学校及び義務教育

学校 養護教員 313 307 △6

栄養教諭及び学校栄養職員 97 96 △1

事務職員 320 316 △4

県立高等 全日制課 校長、教員、実習助手及び事務職員 1,934 1,896 △38
学校 程

その他の職員 76 66 △10

定時制課 校長、教員、実習助手及び事務職員 128 124 △4
程

その他の職員 8 8 0

通信制課 教員及び事務職員 15 14 △1
程

その他の職員 1 1 0

県立特別支援学校 校長、教員、寄宿舎指導員及び事務職員 1,021 1,021 0

その他の職員 76 76 0

計 8,912 8,811 △101

３ 施行期日

令和３年４月１日
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八
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四
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九
二
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二

養
護
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三
〇
七
人

二

養
護
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三
一
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三

栄
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学
校
栄
養
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九
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三

栄
養
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学
校
栄
養
職
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九
七
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四
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三
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。
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習
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人

㈡

そ
の
他
の
職
員

七
六
人

二

定
時
制
課
程

二

定
時
制
課
程

㈠

校
長
、
教
員
、
実
習
助
手
及
び
事
務
職
員

一
二
四
人

㈠

校
長
、
教
員
、
実
習
助
手
及
び
事
務
職
員

一
二
八
人

㈡
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㈡
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特別支援学校就労・職場定着促進事業

特別支援教育課

１ 目 的

職場定着支援員による定期的な職場訪問や卒業生と事業所双方への相談支援等

により、事業所の障害者理解を深め、職場定着につなげる。また、中学部段階か

らの職業教育を充実させ、一般就労希望者の増加を図る。

２ 概 要

（１）職場定着支援員の配置（１名）

・特別支援学校卒業生の就労先への訪問による勤務状況の確認と定着支援

・就労先からの情報収集と特別支援学校への情報提供

・事業所における障害特性や合理的配慮等の理解促進活動

（２）職場定着対策会議の開催

・県内３地区に推進拠点校を各１校指定し、それぞれ年２回会議を開催

・内容 ①地域の関係機関との連携による職場定着、事業所の障害者理解等

の促進に係る意見交換

②中学部段階からの職業教育の充実を視点とした授業改善の検討

（３）中学部段階からの職業教育の充実

・働く力を育成するための作業学習充実に向けた備品等の整備

・高等部との連携による職場見学・実習などの体験活動の実施

・中学校特別支援学級との作業学習を通した職業教育の実施

（４）障害者理解の促進と実践発表機会の充実

・職業教育フェスティバル（全県）の開催

・職業教育フェア（県内３地区）の開催

３ 予算額

３，３９８千円（ ５千円 ３，３９３千円）

内 訳 ・報酬等 ２，０１０千円

・講師謝金 ６５千円

・職員旅費等 ５７５千円

・消耗品費等 ２２８千円

・会場使用料 １９０千円

・備品購入費（作業学習用） ３３０千円
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大人が支える！インターネットセーフティ推進事業

生涯学習課

１ 目 的

社会全体で子どもたちをインターネットによるトラブルや有害情報から守り、

子どもたちがインターネットを健全に利用できるよう、安全・安心な利用環境を

整える「インターネットセーフティ」の取組を実施する。

２ 概 要

（１）ネットパトロール事業

①事業検討会議

ネットパトロール事業の委託先と庁内関係各課の指導主事等が、事業方

針、方向性及び課題について検討

②ネットパトロール業務（セーファーインターネット協会に委託）

県内全ての小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校

を対象に、ネット利用の状況を調査し、不適切な投稿に対応

（２）健全利用啓発事業

①保護者や地域住民を対象にした講座

インターネットの安全利用について啓発を図る講座を開催

②事業担当職員を対象にした研修

講座や研修を担う事業担当者がインターネットに係る最新の情報を共有

③生徒指導担当教員を対象にした研修

各地区の地域生徒指導研究推進協議会の参加者に対し、ネットパトロー

ルの仕組みやネットトラブルの実際について説明

３ 予算額

４，９２７千円（㊀４，９２７千円）

内 訳 ・委員謝金 ２４千円

・旅費 ２５９千円

・委託料 ４，６４４千円
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世界遺産－縄文ルネサンス－事業

生涯学習課文化財保護室

１ 目 的

「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録を目指し、その遺産を将来

に確実に引き継ぐとともに、本県の縄文遺跡を広く世界にＰＲすることで、交

流人口の増加や地域の活性化につなげる。

２ 概 要

（１）縄文ルネサンス事業

全県の小学校６年生を対象に、県内の縄文遺跡や出土遺物とともに縄文時代

の生活などを紹介する副読本を作成・配布し、地域の歴史や縄文文化について

興味・関心を高める。

（２）世界遺産登録推進事業

世界遺産登録に向け、北海道・青森・岩手と連携し、次の事業を実施する。

・世界遺産登録審査対策活動 (ユネスコからの照会等への対応)

・保存活用協議会の開催 (構成資産や緩衝地帯の保全に係る協議)

・世界文化遺産登録決定記念活動 (登録決定の全国紙掲載や記念品作成)

・国内フォーラムの開催 (東京及び４道県フォーラムの開催)

・世界遺産委員会対策活動 (世界遺産委員会への参加)

・海外プロモーションの実施 (ストーンヘンジでの縄文遺跡群の紹介)

３ 予算額

２２，６９０千円（ ３７０千円 ㊀２２，３２０千円）

（１）縄文ルネサンス事業 ７４０千円

内 訳 ・旅 費 職員旅費等 ２９千円

・需用費 ２９千円

・委託料 副読本作成 ６８２千円

（２）世界遺産登録推進事業 ２１，９５０千円

内 訳 ・負担金 ２０，５６６千円

・旅 費 職員旅費等 １，１８４千円

・需用費 登録記念看板 ２００千円
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（新）秋田県の郷土食調査事業

生涯学習課文化財保護室

１ 目 的

郷土食は、地域固有の食材や調理法を用いた民俗文化財であるが、全国的に地

域性が薄れていく中、変容や消滅の傾向にあり、継承が困難になりつつある。

本県の郷土食の保存と活用を図るため、県内の現況を把握し、文化財的価値を

明らかにするための調査を行う。

２ 概 要

調査委員会を組織し、県内全域の基礎調査、主要な事例の詳細調査を行い、３

年計画で調査報告書を作成する。

（１）調査委員会と検討事項

・委員会の構成

郷土食に関する学識経験者、団体関係者、文化財関係者、県庁内関係部

局職員等。

・検討事項

基礎調査を行う地区や地域的特色に関する項目の設定、主要な事例の選

定、調査結果の活用方法等。

（２）スケジュール

令和３年度 基礎調査

・調査員による聞き取り調査を行い、郷土食一覧表を作成する。

令和４年度 詳細調査

・主要な事例について、調理・製造等の技術を記録する。

令和５年度 補足調査、調査報告書作成

３ 予算額

２，０００千円（ １，０００千円 １，０００千円）

内 訳 ・報償費 委員、調査員謝金 ８４０千円

・旅 費 職員旅費等 １，０９４千円

・需用費 消耗品等 ３３千円

・役務費 通信運搬費 ３３千円
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運動部活動活力アップ支援事業

保健体育課

１ 目 的

スポーツ庁の「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を踏まえ、

各学校において運動部活動を適正に行うことにより、児童生徒が生涯にわたって

健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを継続することができるよう、運動部

活動に対する支援や指導者の育成を行い、運動部活動の一層の活力アップを図る。

２ 概 要

（１）部活動指導員配置事業

部活動の質的な向上と教員の多忙化防止や働き方改革を支援するため、中学

校に部活動指導員を配置する。

・配置予定数：３７人

【継続】秋田市：１６人、由利本荘市：５人、鹿角市：２人、大館市：４人、

能代市：４人、湯沢市：４人

【新規】にかほ市：１人、大仙市：１人

（２）秋田型運動部活動サポート事業

選手が全国大会等で活躍できるよう、競技力向上や指導者の資質向上のほか、

栄養指導や校種間連携等の支援を行う。

・活力アップの支援：食に関する栄養指導や指導者資質向上研修の開催

・競技力向上支援：中・高合同練習会等を実施する県高体連への補助

・高校野球強化支援：強化招待試合等を実施する県高野連への補助や、アドバ

イザーを活用した訪問技術指導等の開催

３ 予算額

１２，７７６千円（ ４，６９２千円 ８，０８４千円）

（１）部活動指導員配置事業 ９，３８４千円

内訳・補助金 部活動活性化事業補助金 ９，３８４千円

（２）秋田型運動部活動サポート事業 ３，３９２千円

内訳・報償費 アドバイザー指導謝金等 ４３０千円

・旅 費 アドバイザー訪問旅費等 １，３４８千円

・役務費 アドバイザー傷害保険料 ４千円

・使用料 講習会等会場使用料 １１０千円

・補助金 中・高等学校運動部活動連携促進事業補助金 ３００千円

高校野球強化補助金 １，２００千円
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